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再受験生のための 

法的思考プロセス講座☆憲法 

～ 重要判例からみる最高裁の思考過程～ 

リーダーズ総合研究所 

竹内 千佳 

 

 

 

 

 

 

≪憲法択一式≫ 

① 難易度 

  ５問中 Ａ：１ Ｂ：３ Ｃ：１ 

② 出題形式  

    未知の形式での出題あり 

③ 内容 

  判例問題 

  → 結論だけでなく判旨の理解が必須 
 
 
    

 

憲法 出題分析  

憲法（人権） 出題分析  

 21 22 23 24 25 26 27 28 

人権享有主体性   ○    ○  

私人間適用     ○  ○  

公共の福祉  ○       

幸福追求権   ○   ○  ○ 

法の下の平等  ○  ○ ○ ○  ○ 

思想・良心の自由 ○        

信教の自由 ○       ○ 

学問の自由 ○        

表現の自由  ○ ○  ○    

職業選択の自由 ○     ○   

財産権         

社会権    ○   ○  

人身の自由         

① 
•制度趣旨 

② 
•理由づけ 

③ 
• 結論 

法的思考プロセスとは 

１ 
•人権享有主体性 

２ 
•憲法上保障された権利 

３ 
•公共の福祉による制約 

４ 
•違憲審査基準 

５ 
•結論（違憲or合憲） 

違憲審査の流れ 

公務員の人権 

政治活動の自由 
（21Ⅰ） 

労働基本権（28） 

特別権力関係 
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【判例】猿払事件 
最大判昭和49年11月6日 

公務員の政治活動（憲法21条）の禁止 
→合理的で必要やむをえない限度にとどまる限り合憲 

違憲審査基準 
→①禁止の目的、②目的と政治的行為の関連性、 

③禁止によって得られる利益と失われる利益の均衡 

一律禁止の合憲性 
→合憲 

【判例】堀越事件 
最判平成24年12月7日 

公務員の政治活動（憲法21条）の禁止 
→公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそ

れが実質的に認められるもの 

違憲審査基準 
→本件罰則規定の目的のために規制が必要とされる
程度と、規制される自由の内容及び性質、具体的な 

規制の態様及び程度等を較量 

一律禁止の合憲性 
→合憲 

信条説 

内心説 

思想良心・信教の自由 

表現の自由 

自己実現の価値 自己統治の価値 

表現の自由① 

Ｃ 内容中立規制 
（間接的・付随的規制） 

Ｂ 内容規制 

Ａ 文面審査 
検閲・事前抑制 

表現の自由② 表現の自由③ 
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制 約 

内容規制 内容中立規制 

厳格な基準 緩やかな基準 

表現の自由④ 

 

Ｃ Ｄ 

土地 

（買主） 

国家権力 

間接的・ 
付随的制約 

意見表明 

意見表明 

行動 

表現の自由⑤ 



http://r-tatsumi.com/st/group/gy3minutes/
リーダーズ総合研究所・山田斉明講師が法律や行政書士試験を
テーマに面白おかしく解説。様々なテーマを取り上げてやさし
く分かりやすく解説していきます。

リーダーズYAMADAの
行政書士おもしろ　 分間Movie

無料
動画

取り上げているテーマの一例
『憲法・官公庁シリーズ「国会議事堂」』『民法「軽井沢の別荘事案」』『一
般知識シリーズ「世界遺産」』『民法条文シリーズ「質権」』『行政法「許
可 ? の違い」』『一般知識シリーズ「雇用」』ほか

3
スマートフォン、
タブレットで
視聴できます。


